
入札ボンドの必要性について 
 

 

 

 

① 一般競争入札の拡大 
 

 → 不良不適格業者の参入の増大についての懸念 
→ 経営力に比べ過度な入札参加の増大について懸念 

 

② 総合評価方式の拡大 
 
   → 技術提案を審査する発注者の負担の増大についての懸念 
 

 

 

 

 
 
※ 市場の機能により排除される建設業者 

 ・財務内容が不振であり金融機関の与信の対象とならない企業 

 ・経営規模や経営内容に比べ過度な受注をしようとするため金融機関の与信枠をオーバ

ーする企業 

 ・財務内容の悪化につながり、ダンピング受注をしようとする企業 

 

 

 

 

 

 
金融機関等の審査の導入を通じ、入札契約における客観性の向上、工事の履行の担保が

可能。 
 なお、既に平成７年度より、公共工事の契約時に金融機関等の履行保証を求める制度が

導入されているが、今回はその履行保証を前倒しで求めることを想定。 

 

 
 
 

 

 

 

 

今後の入札契約の方向性 

入札ボンドの導入により、市場機能を 

活用した質の高い競争の実現 

発注者が建設業者の技術提案を適切に審査し、質の高い競争環境を整

備するためには、適切な与信枠の設定等の市場機能の活用によって、入

札に参加する建設業者が適切に絞り込まれることが必要。 

入札参加の希望を有する者 

<質の高い競争> 

入札ボンド（金融機関等） 
技術提案等の審査（発注者）

工事実績・成績等の条件設定（発注者）

総合評価（発注者） 

（イメージ）

（契約） 

資料３



入札ボンドの導入について 

 

Ⅰ 目的 

適切な与信枠の設定等の市場機能の活用により、一般競争入札方式の拡大

等に伴い懸念される不良不適格業者の排除等を通じ、発注者による適切な入

札参加者の選定を支援するとともに、質の高い競争環境を整備する。 

 

Ⅱ 概要 

○位置付け 

発注者が求める履行保証の予約機能を有するもの 

○機能 

金融機関等が建設業者の財務的な履行能力を審査し、与信 

○入札ボンドとして取扱うもの 

金融機関等が履行保証を付する意思等を確認できるもの 

  （例）銀行の履行保証の予約書、入札保証書 

     損保の入札保証保険証書 

     保証事業会社の履行保証の予約書 

     現金 

○引受機関 

現在の履行保証の引受機関と同様 

○対象工事 

一般競争入札案件 

○発行時期 

発注者による審査開始の前（競争参加資格確認資料等の提出時） 

○予約の対価 

予約手数料又は保証料 

 

Ⅲ 留意事項 

 ・建設業者の入札機会が極端に狭められることのないよう配慮 

 ・建設業者の過度な負担にならないよう配慮 
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【履行ボンドの場合】

時間

10億

15億

20億

与信枠 

【工事入札対応と落札結果】

時間

入札参加 落札

入札参加 不落

入札参加 落札

入札参加 不落

【入札ボンドの場合】

時間

10億

15億 B B B B

20億 C C C C C C C C C C C C

与信枠 D D D

入札ボンド導入が与信枠・入札行動に与える効果について

5億

5億

工事A

工事B

工事C

工事D

工事名 金額

10億

5億

A A A A A A A A A A A AA A A A

工事Dについては入札参加できない
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損
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シ
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履行保証における保証機関の審査項目について 

 

 

 

○ 財務状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「財務比率分析」に加え、「判別分析」等も実施。 

 

 

○ 経営実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

【審査資料】  財務諸表等 

【審査項目】  ・収益性 

・短期支払能力 

・健全性・安定性 

・財務規模 

・効率性   等 

【審査資料】  提出資料、ヒアリング等 

【審査項目】  ・会社の沿革 

・受注実績 

  ・受注の見込み 

・当該保証機関との取引状況 

・金融機関の支援体制 

  ・経営手腕 

・取引業者等の評価   等 



入札ボンドの効果について 

 

 

１．経営不振企業の排除 

 

 ○ 判別分析、信用情報の活用等を通じ、履行能力が著しく懸念され

る企業に対しては、履行保証を付さない。 

 

○ 取引のない企業より保証を求められた場合、慎重に対応。 

 

 

２．与信枠 

 

 ○ 損害保険会社は、個々の企業の財務状況、経営実態に対応して与

信を精査し、再保険会社と交渉して与信枠を設定。（与信枠の空きは、

公共工事の減少も踏まえ 2002 年当時より回復基調） 

 

 ○ 保証事業会社は、個々の企業の財務状況、経営実態に対応して与

信を精査し、与信枠を設定。なお、一社当たりの与信枠の上限は事

業方法書で設定。 
 
  （参考）保証事業会社の与信枠の上限（履行保証・１社あたり） 

東日本建設業保証㈱    46.9 億円 

       西日本建設業保証㈱    25.4 億円 

       北海道建設業信用保証㈱   6.9 億円 

 

 

３．ダンピングの抑止 

 

 ○ 与信枠の制約による応札案件の絞り込みを通じた抑止。 

 

 ○ 低入札価格に対して付保割合３割とすることによる抑止。 

 

 ○ 赤字受注→財務内容の悪化→与信枠の制約という循環による抑止。 

 



米国における資格審査の流れ米国における資格審査の流れ

手続開始

事前資格審査
ボンド発行の審査

保証会社にボンド
の発行の申請

入札

契約前審査（事後資格審査）

契約

〔公告〕
・入札仕様書配布

〔審査項目〕

①資金力（Capital）
・会社内容
・会計監査済の決算報告
・銀行与信枠等を含めた財務情報

②過去の工事経歴（Character）
・工事の種類・規模・数・施工場所
・施工体制
・施主の満足度
・下請業者・資材納入業者に対する
支払記録
・過去の工事に関する関係者の評判

③契約遂行能力（Capacity）
・当該工事の施工体制
・工事計画
・機械調達計画
・担当技術者の能力・経験
・本社の支援組織
・工事費の見積金額とその妥当性

〔審査項目〕
①最低価格（価格競争型競争入札の場合）
②入札仕様書との整合
③契約遂行能力

履行

（事前審査を行わない場合もある）

（建設業者）

（保証会社）

【発注者の手続】 【保証会社の手続】

入札ボンドの発行

履行ボンドの発行

【根拠】
１９３５年のミラー法に基づき、連邦発注の１０万ドル（場合によっては２万５千ドル）以上の工事に対
して、履行ボンドの提出が義務付けられる。さらに、連邦調達規則では、入札保証（ほとんどが入札ボ
ンド）の提出も義務付けられており、実務上、履行ボンドの発行を前提に入札ボンドが発行されている。

【根拠】
１９３５年のミラー法に基づき、連邦発注の１０万ドル（場合によっては２万５千ドル）以上の工事に対
して、履行ボンドの提出が義務付けられる。さらに、連邦調達規則では、入札保証（ほとんどが入札ボ
ンド）の提出も義務付けられており、実務上、履行ボンドの発行を前提に入札ボンドが発行されている。

落札

【米国における保証料等の例】
・入札ボンドの保証料：ほぼ無料
・履行ボンドの付保割合：100％
・請負金額１億円の工事の履行ボンド保証料※ ：100万円

（※米国保証事業協会が策定した一般的な保証料）
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落
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９
５
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落
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６
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２
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落
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保
証
制
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の
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比
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度
の
国
際
比
較

日
本
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カ
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ス

フ
ラ
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ス

ド
イ
ツ

入
札
保
証

・
入
札
金
額
の
５
％
の
保

証
金
が
必
要
。

・
た
だ
し
、
免
除
規
定
が

あ
り
、
実
績
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。

・
５
～
2
0
％
（
連
邦
は

2
0
％
、
そ
の
他
は
1
0
％
が

多
い
）
の
保
証
が
必
要
。

・
入
札
ボ
ン
ド
で
対
応
。

・
な
し

・
な
し

・
な
し

履
行
保
証

支
払
保
証

・
契
約
金
額
の
1
0
％
以
上

の
保
証
金
が
必
要
。

・
銀
行
保
証
、
履
行
ボ
ン

ド
、
履
行
保
証
保
険
で
代

え
得
る
。

・
再
発
注
費
用
の
カ
バ
ー

が
目
的
。

・
契
約
金
額
の
1
0
0
％
の

保
証
が
必
要
。
履
行
ボ
ン

ド
で
対
応
。

・
保
証
料
全
額
支
払
い
よ

り
費
用
が
安
い
場
合
が
多

い
の
で
、
役
務
的
保
証
が

多
く
行
わ
れ
る
。

・
１
年
程
度
の
瑕
疵
担
保

を
含
む
場
合
が
多
い
。

・
契
約
金
額
の
1
.5
～

5
％
程
度
が
支
払
留
保
さ

れ
る
場
合
が
多
い
。

・
契
約
金
額
の
1
0
％
程

度
の
保
証
が
求
め
ら
れ
る

場
合
も
あ
る
。

・
履
行
保
証
に
は
1
年
程

度
の
瑕
疵
担
保
を
含
む
場

合
が
多
い
。

・
契
約
金
額
の
5
％
以
内

が
支
払
留
保
さ
れ
る
。

・
銀
行
等
の
保
証
、
連
帯

保
証
人
で
代
え
得
る
。

・
実
質
的
に
は
瑕
疵
担
保

が
目
的
。

・
契
約
金
額
の
５
％
以
内

の
保
証
金
又
は
銀
行
保
証

が
必
要
で
、
後
者
が
ほ
と

ん
ど
。

・
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は

契
約
金
を
支
払
留
保
す
る
。

・
瑕
疵
担
保
は
別
に
行
わ

れ
る
。

・
な
し

・
契
約
金
額
の
1
0
0
％
の

保
証
が
必
要
。
支
払
ボ
ン

ド
で
対
応
。

・
公
共
工
事
で
下
請
企
業

等
に
留
置
権
を
認
め
ず
、

従
っ
て
発
注
者
に
支
払
請

求
が
可
能
に
な
る
こ
と
に

対
応
し
て
義
務
化
。

・
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な

い
。

・
特
殊
な
契
約
な
ど
で
求

め
ら
れ
る
こ
と
あ
り
。

・
標
準
約
款
に
は
記
載
あ

り
。

・
下
請
へ
の
支
払
保
証
な

し
。

・
公
共
工
事
は
下
請
企
業

へ
直
接
に
支
払
う
制
度
の

た
め
、
支
払
保
証
は
不
要
。

・
な
し

・
公
共
工
事
は
工
種
ご
と

に
専
門
工
事
業
に
分
離
発

注
さ
れ
る
の
が
基
本
と

な
っ
て
い
る
。


